
57 問い合わせ先

SmileSmile

労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進する

ため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせる

ための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

する制度です。

【各コースの概要】

①人材育成支援コース

10 時間以上の OFF-JT、新卒者等のために実施する OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練、有期契約

労働者等の正社員転換を目的として実施する OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練について助成

②教育訓練休暇等付与コース

有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

※令和４年度から令和８年度までは、本コースで「長期教育訓練休暇制度」及び「教育訓練短時間勤務

制度」は適用せず、③の人への投資促進コースで実施

③人への投資促進コース

・高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練：

高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練について助成

・情報技術分野認定実習併用職業訓練：

IT 分野未経験者の即戦力化のための OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練について助成

・定額制訓練：サブスクリプション型の研修サービスによる訓練について助成

・自発的職業能力開発訓練：労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対して助成

・長期教育訓練休暇等制度：

長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して

訓練を受けた場合に助成

④事業展開等リスキリング支援コース

次のいずれかの取り組みに伴い必要となる訓練を実施した場合について助成

<事業展開>

新たな製品やサービスの提供、新分野への進出ほか、事業や業種転換、既存事業の製品又は商品若

しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する

<デジタル・デジタルトランスフォーメーション化（DX 化）>

デジタル技術を活用して自社内の業務効率化を図ることや、製品・サービス等の変革をする

人材開発支援助成金

コース内容及び助成額・助成率

「雇用契約前の職場訓練で受入体制の充実＆訓練終了後の雇用により定着率アップ」

一般的に就職が困難で、公共職業安定所長が職場適応訓練の受講が適当と認め、受講を指示する者が

対象となります。（例：身体障害者、知的障害者、精神障害者等）

次のいずれにも該当する事業主が対象となります。

１．職場適応訓練を行うための設備があること。

２．指導員として適当な従業員がいること。

３．原則として、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等の社会保険に加入していること。

４．労働基準法に規定する労働条件、及び労働安全衛生法その他の法律の定める安全衛生その他の作業

条件が整備されていること。

５．職場適応訓練の終了後、当該訓練を受けた者を雇用する(短時間労働者を除く)見込みがあること。

訓練期間中、事業主には、職場適応訓練費として訓練生１人につき月額２４，０００円(重度障害者

２５，０００円)を支給します。また、訓練生には訓練手当(月額１０６，０００円程度)を支給します。

※ 訓練期間中は、事業主から訓練生に賃金を支給する必要はありません。

※ 制度の概要のお問い合わせは沖縄県雇用政策課へ、また具体的な求職、求人に関するお問い合わ

せは管轄ハローワークへお願いします。

訓練を受託できる事業主

受給できる額

訓練の対象者

職 場 適 応 訓 練 費

※ 訓練期間は６か月以内（重度障害者など、特に公共職業安定所長が必要と認めた場合は

１年以内）で決定されます

障害者などの一般的に就職が困難な者を作業環境に適応させることを目的に職業訓練

を実施する場合に支給します。

管轄のハローワークで求人募集（職場適応訓練申込み）。

管轄のハローワークでマッチング後、求職者（障害者）へ職場適応訓練の受講指示。

・県と事業者で訓練の委託契約。
・６か月間の事業所内実務訓練。
・県が定期訪問により訓練期間中のサポートを行います。

・障害特性を確認した上で雇用契約（※）。
・重度の障害の方は訓練期間の延長（最長６か月）が可能。
※ 雇用契約は任意。
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申込から雇用契約までの流れ

ハローワーク・沖縄県雇用政策課


